
甲府市立小中学校給食予定献立表広告掲載要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、甲府市広告掲載要綱(平成１９年１２月２７日企第７号。以下「要綱」

という。)及び甲府市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、甲府

市立小中学校給食予定献立表（以下「献立表」という。）の広告掲載について、必要な

事項を定めるものとする。 

（広告掲載の原則） 

第２ 献立表への広告は、発行月において毎月掲載するものとする。 

（広告の範囲） 

第３ 広告の範囲は、要綱第３並びに基準５及び６に定めるものとする。 

２ 市税の滞納がある者の広告は、掲載しない。 

（広告の掲載位置） 

第４ 広告の掲載位置は、献立表中の表欄外の余裕スペースとする。 

（広告の規格等） 

第５ 広告の規格等は、次の表に定めるとおりとする。 

紙で配布する場合 

１枠の大きさ（小中共通） 縦２．０ｃｍ×横１０．０ｃｍ 

枠数（小中共通） 
月ごとに変動する。 

なお、概ね１か月あたり２枠程度とする。 

献立表の紙色 
小学校給食予定献立表 白 

中学校給食予定献立表 青 

印刷方法（小中共通） 学校または教育委員会の印刷機による印刷 

印刷の色（小中共通） 黒の単色 

電子媒体による場合 

１枠の大きさ（小中共通） 
縦２．０ｃｍ×横１０．０ｃｍ 

※Ｂ４判で印刷した場合の実寸サイズ 

枠数（小中共通） 
月ごとに変動する。 

なお、概ね１か月あたり２枠程度とする。 

印字の色（小中共通） 黒の単色又はカラー 

  １か月あたりの配布・配信部数 

紙、電子の合計部数 
小学校給食予定献立表 約７，５００部 

中学校給食予定献立表 約３，９００部 

 

２ 広告の掲載は、原則として、献立表に広告を掲載しようとする者（以下「広告主」と

いう。）ごとに、月ごとに１枠とするが、縦の枠に限り、２枠以上を連結して１つの広

告として扱うことも可能とする。また、複数月にわたる掲載も可能とする。 

３ 広告には、広告であること並びに広告主の名称、所在地及び連絡先を明示する。 

４ 広告を掲載することが、市の新たな財源を確保するための取り組みであることを周知



するため、広告枠の上に次の文言を明示する。 

 「この広告枠は、献立表の余裕スペースを有効活用し、広告収入を市民の皆様の暮らし

に活かそうとする取り組みです。本市で広告主又はその商品やサービスなどを推奨する

ものではありません。広告内容に関するご質問は、広告主に直接お問い合わせくださ

い。」 

（広告掲載料） 

第６ 広告の掲載料は、それぞれ次に定めるところによる。 

 ⑴ 小学校給食予定献立表 １枠 １０，０００円 

 ⑵ 中学校給食予定献立表 １枠  ５，０００円 

２ 前項に規定する掲載料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

（広告掲載の申込み等） 

第７ 広告掲載の募集は、要綱第５に定めるところにより行うこととし、広告主は、市長

が指定する期日までに、要綱第６に規定する広告掲載申込書兼誓約書（以下「申込書」

という。）に広告案その他市長が必要と認める書類を添えて甲府市教育委員会学事課に

提出するものとする。 

２ 広告原稿の作成費用その他申込みに必要な費用は、広告主の負担とする。 

３ 広告主が募集枠に満たないときは、広告以外の市の記事を掲載し、又は企業等に対し

広告の案内をすることができる。 

（広告掲載の決定等） 

第８ 市長は、申込書の提出があったときは、要綱第１４に規定する甲府市広告審査委員

会で広告掲載の可否を決定し、要綱第７第２項に規定する広告掲載決定通知書又は広告

不掲載通知書により、当該広告主に通知するものとする。 

２ 市長は、広告掲載の申込みが募集枠を超えたときは、先着順により広告主を決定する。 

（広告掲載料の納付） 

第９ 広告主は、市長が指定する期日までに、市が発行する納入通知書により広告掲載料

を一括して納付しなければならない。 

（広告掲載料の還付） 

第１０ 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により

広告が掲載できないときは、その全部又は一部を還付することができる。 

２ 還付する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告原稿の提出） 

第１１ 広告原稿は、完全版下原稿とし、市長が指定した期日までに電子記録媒体で提出

するものとする。 

（広告の内容等の変更） 

第１２ 市長は、広告の内容、広告のデザインその他の広告に掲載する全ての事項（以下

「広告の内容等」という。）が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、

又は要綱及び基準に抵触していると判断したときは、広告主に対して、その変更を求め

る。 

（広告掲載の取消し） 

第１３ 市長は、要綱第１０各号及び次の各号のいずれかに該当する場合は、第８第１項



に規定する広告掲載の決定を取り消すものとする。 

 ⑴ 広告主が、第１２の規定による変更の要請に応じないとき。 

 ⑵ 広告主である企業又は団体が、倒産又は解散等をしたとき。 

 ⑶ 広告主が、広告掲載の権利を第三者に譲渡等したとき。 

 ⑷ 広告主が、広告に広告であること並びに広告主の名称、所在地及び連絡先を明示し

ないとき。 

 ⑸ 広告の原稿が、市長の指定する期日までに提出されないとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が広告掲載に支障があると認めたとき。 

 

（広告主の責務） 

第１４ 広告主は、要綱第１１に定めるもののほか、次に定める責務を有する。 

 ⑴ 広告主は、広告に広告であること並びに広告主の名称、所在地及び連絡先を明示し

なければならない。 

 ⑵ 広告主の責任により、献立表への広告掲載が適当でなくなった場合において、市が

既に執行し、又は執行予定の経費があるときは、すべて広告主が負担するものとする。 

（損害賠償） 

第１５ 市は、第１３の規定により広告掲載の決定を取り消した場合において、広告主に

損害が生じたとしても、その賠償の責めを負わない。 

（その他） 

第１６ この要領に定めるもののほか、献立表への広告の掲載に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 附 則 

 この要領は、平成２５年１月２３日から施行する。 

 この要領は、令和４年１２月１日から施行する。 

この要領は、令和５年１２月１日から施行する。 

 


